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（
保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

保
険
薬
局
及
び
保
険
薬
剤
師
療
養
担
当
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
後
発
医
薬
品
の
調
剤
）

第
七
条
の
二

保
険
薬
局
は
、
薬
事
法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
（
以
下
「
新
医
薬
品
等
」
と

い
う
。）と
そ
の
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
性
を
有
す
る
医
薬
品
と
し
て
、
同
法

第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
製
造
販
売
の
承
認
（
以
下
「
承
認
」
と
い
う
。）が
な
さ
れ
た
も
の
（
た
だ
し
、
同
法
第

十
四
条
の
四
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
医
薬
品
並
び
に
新
医
薬
品
等
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
者
が
、
当
該
承

認
に
係
る
医
薬
品
と
有
効
成
分
、
分
量
、
用
法
、
用
量
、
効
能
及
び
効
果
が
同
一
で
あ
つ
て
そ
の
形
状
、
有
効
成

分
の
含
量
又
は
有
効
成
分
以
外
の
成
分
若
し
く
は
そ
の
含
量
が
異
な
る
医
薬
品
に
係
る
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合

に
お
け
る
当
該
医
薬
品
を
除
く
。）（
以
下
「
後
発
医
薬
品
」
と
い
う
。）の
備
蓄
に
関
す
る
体
制
そ
の
他
の
後
発
医

薬
品
の
調
剤
に
必
要
な
体
制
の
確
保
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

保
険
薬
剤
師
は
、
調
剤
を
行
う
場
合
は
、患
者
の
服
薬
状
況
及
び
薬
剤
服
用
歴
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

保
険
薬
剤
師
は
、
処
方
せ
ん
に
記
載
さ
れ
た
医
薬
品
に
係
る
後
発
医
薬
品
が
次
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣

の
定
め
る
医
薬
品
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
処
方
せ
ん
を
発
行
し
た
保
険
医
等
が
後
発
医
薬
品
へ
の
変
更
を

認
め
て
い
る
と
き
は
、
患
者
に
対
し
て
、
後
発
医
薬
品
に
関
す
る
説
明
を
適
切
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
保
険
薬
剤
師
は
、
後
発
医
薬
品
を
調
剤
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
第
一医
科
診
療
報
酬
点
数
表

［
目
次
］

第
１
章
基
本
診
療
料

第
１
部
初
・
再
診
料

通
則
第
１
節
初
診
料

第
２
節
再
診
料

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
八
号

診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、使
用
薬
剤
の
薬
価（
薬

価
基
準
）（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
十
九
号

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
七
十
六
条
第
二
項
（
同
法
第
百
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。）及
び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
八
十
号
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
診
療
報
酬
の

算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
は
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
限
り
廃
止
す
る
。
た
だ

し
、
こ
の
告
示
の
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
１
０
０
の
注
１
た
だ
し
書
、
区
分
番
号
Ａ
１
０
２
の
注
１
た
だ
し
書
及
び
区

分
番
号
Ａ
１
０
５
の
注
１
た
だ
し
書
に
係
る
規
定
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
か
ら
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
に

お
い
て
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前
の
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
九
十
二
号
）
の

別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
３
０
８
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
る
病
棟
で
あ
っ
て
、
こ
の
告
示
の
別
表
第
一
区
分
番
号
Ａ
３

０
８
に
係
る
届
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
に
お
け
る
回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
棟
入
院
料
の
算
定
に
つ
い
て

は
、
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

平
成
二
十
年
三
月
五
日

厚
生
労
働
大
臣

Å
添

要
一

診
療
報
酬
の
算
定
方
法

一

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
医
療
機
関
に
係
る
療
養
（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
高
齢
者
医
療
確
保
法
」
と
い
う
。）の
規
定
に
よ
る
療
養
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）に
要
す
る
費

用
の
額
は
、
歯
科
診
療
以
外
の
診
療
に
あ
っ
て
は
別
表
第
一
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
、
歯
科
診
療
に
あ
っ
て

は
別
表
第
二
歯
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る

病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
（
健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す

る
食
事
療
養
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
を
除
く
。）及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
並
び
に
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
六
十
四
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
療
養
（
同
条
第
二

項
に
規
定
す
る
食
事
療
養
、
生
活
療
養
、
評
価
療
養
及
び
選
定
療
養
を
除
く
。）及
び
そ
の
療
養
に
伴
う
同
条
第
一
項

第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
療
養
に
限
る
。）に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
当
該
療
養
を
提
供
す
る
病
院
の
病
棟

ご
と
に
別
に
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

二

保
険
医
療
機
関
に
係
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
一
点
の
単
価
を
十
円
と
し
、
別
表
第
一
又
は
別
表
第
二
に

定
め
る
点
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

三

健
康
保
険
法
第
六
十
三
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
保
険
薬
局
に
係
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
表
第

三
調
剤
報
酬
点
数
表
に
よ
り
、
一
点
の
単
価
を
十
円
と
し
、同
表
に
定
め
る
点
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

四

前
三
号
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
が
毎
月
分
に
つ
き
保
険
者
（
高
齢
者
医
療
確
保
法
第
七
条

第
二
項
に
規
定
す
る
保
険
者
を
い
う
。）又
は
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
（
同
法
第
四
十
八
条
に
規
定
す
る
後
期
高

齢
者
医
療
広
域
連
合
を
い
う
。）ご
と
に
請
求
す
べ
き
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
を
算
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の

額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
は
切
り
捨
て
て
計
算
す
る
も
の
と
す
る
。

五

特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
都
道
府
県
知
事
が
厚
生
労
働
大
臣
の
承
認
を
得
て
別
に
療
養
担
当
手
当
を

定
め
た
場
合
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
前
各
号
に
よ
り
算
定
し
た
額
に
当
該
療
養
担
当
手
当
の
額
を

加
算
し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

六

前
各
号
の
規
定
に
よ
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
に
お
い
て
算
定
す
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
は
、
別
に

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
場
合
を
除
き
、
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
六
十
二
条
に
規
定
す

る
要
介
護
被
保
険
者
等
に
つ
い
て
は
、
算
定
し
な
い
も
の
と
す
る
。
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